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足立区男女共同参画推進委員会会議概要 

会 議 名 令和５年度 第３回 足立区男女共同参画推進委員会 

事 務 局 地域のちから推進部多様性社会推進課 

開催年月日 令和５年１０月３０日（月） 

開 催 時 間 午後２時０１分 ～ 午後４時１５分 

開 催 場 所 Ｌ・ソフィア ３階第２学習室 

出 席 者 

【委員】 

石阪 督規 委員長 内藤 忍 副委員長 ぬかが 和子委員 

さの 智恵子委員 杉本 ゆう 委員 國府田 豊 委員 

小島 まゆみ委員 片野 和惠 委員 札本 安識 委員 

齋藤 ゆきえ委員 市川 慎次郎委員 遠藤 美代子委員 

山下 友美 委員 佐藤 英二 委員  

【事務局】 

依田 地域のちから推進部長 飯塚 多様性社会推進課長 

岡  男女共同参画推進係長 木野瀬 事業調整担当係長 

大高 男女共同参画推進係主査 秋谷 男女共同参画推進係員 

【傍聴者】５名 

会 議 次 第 １ 開会挨拶 

２ 前回（８／２８開催）委員会のふりかえり 

３ 町会・自治会連合会（女性部部長、副部長）、町会長へのヒアリン 

  グ 

４ 令和５年度 足立区男女参画プラザ委託講座評価（前期） 
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資 料 

 
・資料１：令和５年度第２回男女共同参画推進委員会（８／２８）の要 

     点 

・資料２：ヒアリング質問一覧 

・参考資料：多様性社会推進課所管各講座等のチラシ 

そ の 他 

 

 

 



3 

（審議経過） 

１ 開会挨拶 

（飯塚課長） 

 それでは、定刻になりましたので、令和

５年度第３回足立区男女共同参画推進委員

会を開催いたします。 

 本日はお忙しい中、男女共同参画推進委

員会にご出席いただきましてありがとうご

ざいます。 

 当委員会は、足立区男女共同参画社会推

進条例の第19条の規定に基づきまして、男

女共同参画の推進に関する施策を推進する

ため、区長の附属機関として設置するもの

でございます。 

 なお、足立区男女共同参画推進委員会規

則の第４条に基づき、本委員会は総委員の

半数以上の委員の出席がなければ会議を開

くことができないこととなっております。

本日、委員の総数15名のところ、ご出席が

今、14名でございますので、本日の会議は

有効に成立しております。 

 また、同規則の第５条により、当委員会

は公開することとなってございます。併せ

て会議録の作成が必要となっております。

委員の皆様のご発言につきましては、後ほ

どご発言内容をご確認いただいた上で、ホ

ームページなどで公開する形となります。 

 なお、本日は傍聴人の方もお見えになっ

ておりますので、ご承知おきください。よ

ろしくお願いいたします。 

 続きまして、資料の確認、お手元ですね。

今日はたくさんあるので申し訳ないんです

が、ご確認をと思います。 

 次第、そして資料１、前回の振り返りで

すね。あと資料２、今日これからご質問を

皆さん、町会の方に質問したいということ

でヒアリングの質問をまとめたもの、そし

てその後、委託講座の評価がございますの

で、そちらの評価の流れというものが一式

と、それから今日、机上のほうに、実際に

講座で使ったパワーポイントの資料等をま

とめたものを、机の上に置かせていただき

ました。一通りございますでしょうか。 

（関原二丁目町会会長） 

 何か資料があるんですか、今日は。 

（飯塚課長） 

 すみません、会全体の後半の部分のもの

があるので、今、その資料となっておりま

す。町会長様の皆様には、資料２に基づい

て今日、実際、町会のお話を伺いたいとい

うことですので大丈夫です。ありがとうご

ざいます。 

 

２ 前回（８／２８）開催委員会のふりか

えり 

（飯塚課長） 

 続きまして、前回の振り返りということ

で、なぜ今日皆さんにお越しいただいたか

という話の流れにもなるんですが、ちょっ

とお時間をいただければと思います。 

 前回は第７次男女共同参画行動計画の最

終指標の確認についてということと、それ

から、今年度の最終報告書に向けてどうい

ったテーマで進めていくのかという議論を

していただきました。そのご意見の中から、

皆さんから雇用面での男女参画ですとか、

地域、町会・自治会、ＰＴＡなどの男女参

画、また、多様性という文言を入れた条例

の制定に向けてというようなご意見をいた

だいたところです。 

 最終的にたくさん出た意見の中から２点

ということで、１点目が町会・自治会での

女性活躍推進のために現場の生の声を聞い

てみたいということで、本日、女性部の部

長さん、あと町会の会長さんにお越しいた

だいたところになります。 
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 もう一つは、多様性の視点を入れた条例

についてということで、これはまた次回以

降、皆さんと研究をさせていただければと

考えてございます。 

（石阪委員長） 

 では、すみません、ここからは私のほう

で進行させていただきます。 

 本日は大きく２つの２部制になっていま

す。前半は、今日、町会長さんあるいは女

性部さんからお越しいただきましたので、

皆さんから質問をいただいてお答えいただ

くと、こういう形にしていきたいと思いま

す。 

 後半のほうは、皆さんはこれでお帰りい

ただくと、その後の話ですけれども、委員

の皆さんには講座の評価のほうをやってい

ただくということになります。 

 ２部構成、大体前半１時間、後半１時間

ぐらいで進めてまいりたいと思います。ご

協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

３ 町会・自治会連合会（女性部部長、副

部長）、町会長へのヒアリング 

（石阪委員長） 

 それでは、本日お越しいただきました４

名の方がいらっしゃいますけれども、私の

ほうから紹介してもよろしいんですが、ご

自身で大丈夫ですか。 

 それでは、今、手元にある資料によりま

すとですが、まず町会・自治会連合会女性

部副部長でよろしいでしょうか。本日はよ

ろしくお願いいたします。 

（町会・自治会連合会女性部副部長） 

 よろしくお願いいたします。 

（石阪委員長） 

 続きまして、お隣ですけれども、町会・

自治会連合会女性部部長になります。本日

はよろしくお願いいたします。 

（町会・自治会連合会女性部部長） 

 よろしくお願いします。 

（石阪委員長） 

 関原二丁目町会町会長、よろしくお願い

いたします。 

（町会長） 

 よろしくどうぞお願いいたします。 

（石阪委員長） 

 今ちょっと手元にないんですが、よろし

いですか。 

（町会長） 

 うちの町会の会計をやっていただいて、

今、副会長もやっていただいているので、

あとは自分で。 

（関原二丁目町会副会長） 

 よろしくお願いします。 

（石阪委員長） 

 よろしくお願いいたします。ということ

は、同じ関原二丁目町会の副会長をされて

いらっしゃいます。本日はどうぞよろしく

お願いいたします。 

 先ほど課長からもお話があったんですが、

事前に皆さんのお手元にあるヒアリング質

問、こちらのほうを、多分恐らくお手元に

は行っていると思うので、今日はこれを中

心にまずはお答えをいただくと、そして皆

様からもし何か補足の質問等があれば聞い

てまいりたいと思います。 

 そもそもなぜこういうことになったかと

いうと、前回のお話なんですが、男女共同

参画を進めていく上で地域の問題、これは

なかなか解決できない問題があると、実際

に町会長さんであったり、連合も含めてで

すけれども、トップのほうは皆さん男性が

多いと、それぞれの単位町会に行っても、

なかなか女性がそこで役員として参画する

ケースが少ないんじゃないかと、実際に足

立区の場合はどんなことになっているんだ
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ろうかと、まず実態を知りたいということ

と、それから例えばですけれども、女性の

考えやご意見を反映させるような場や機会

があるのかどうか、こういったこと、それ

からさらに言うと、今、町会・自治会の加

入率がどんどん低下しています。その原因

がひょっとするとそういった問題にも反映

しているのかどうかとか、そのあたりも聞

いてみたいですね。若い方がなかなかそう

いった町会・自治会活動に参加できない何

らかの障害・障壁みたいなものがもしある

とすると、そういったものを皆さんで考え

てみたいと、こういうことからいろいろ皆

さんに今日はご質問させていただきたいと

いうことになります。 

 まず１つ、私が今、肩書を読ませていた

だいて思ったのは、１つは町会・自治会連

合会という組織があって、そこに女性部と

いう部があるそうなんですが、これについ

てお伺いしたいんですけれども、これ女性

部というのは、例えば普通、町会・自治会

連合会という組織があると、女性だけは女

性部という部をつくっていらっしゃって独

立した組織になっているのか、そのあたり

をご説明いただいてもよろしいですか。ど

ういう仕組みなのかというところは、多分

皆さん分からない方が多いと思うんです。

女性部ってそもそも。 

（女性部部長） 

 私もあまり詳しいことは存じ上げていな

いんですけれども、町会・自治会、各区民

事務所管内でお１人ずつ女性部という方が

選ばれまして、足立区の中で構成されてい

るんですね。結成されているんですよ。そ

れで女性だけということで、１年に１回ぐ

らいしか部会は開かれていないんですね。

それで毎回テーマがございまして、今年も

やるんですけれども、ごみ問題でとか、去

年は高齢で心も体も弱くなっているという

ことで、それを強くするためにとか健康維

持ですね。それを共通の話題で皆さんで話

し合う。まだ専門の方のお話を聞きながら

という形なんです。男性は入っていません。 

（石阪委員長） 

 そうすると、まず各単位町会・自治会に

それぞれ女性部という方が必ずお１人はい

らっしゃって、その方々が集まってきて、

これで言うと連合会の女性部というのが形

成されている。 

（女性部部長） 

 そうです。 

（石阪委員長） 

 その方は役員とか副会長ではなく、会長

とかではなくて。 

（女性部部長） 

 女性部長という方、その地域の例えば町

会の女性部長が来る場合もありますし、会

長、自治会長、私は会長ですけれども、来

る場合もあります。 

（石阪委員長） 

 兼ねている場合もあると。 

（女性部部長） 

 そうです。だから任せていますね、そこ

の区民事務所に。 

（石阪委員長） 

 ということは、女性部としての意思決定

権みたいなのはあまりないんですか、全体

の中での。 

（女性部部長） 

 そうですね。特に何か決めるということ

はないね。 

（女性部副部長） 

 今までまだコロナの関係もあって４回ぐ

らいやっていなかったんですけれども、ま

だそういう意味では、私もまだお引き受け

して６年ぐらいしかたっていないんですが。 
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（石阪委員長） 

 何か女性部からの提案で、例えばこうい

うことをやりましょうとか。 

（女性部副部長） 

 区のほうからのお知らせですね。 

（石阪委員長） 

 どちらかというと、区から来た情報を皆

さんお伝えする。 

（女性部部長） 

 どういう問題が、どういう内容で。 

（女性部副部長） 

 それが大きい意味での町会・自治会連合

会の女性部というのの動きであって、個々

に私たちはそれぞれ自分の地元の会では婦

人部長をやっていたりとか、町会長兼婦人

部長という形で町会単位で活動はしており

ます。 

（石阪委員長） 

 そういうことなんですね。婦人部とか女

性部という名前で各町会単位で。 

（女性部副部長） 

 町会単位であって、それが足立区で言う

と何ブロックかに分かれているんですね。

千住地区で私の場合は第４ブロックなんで

すけれども、そこの第４ブロックの中から

１人選ばれてこちらの会に参加するという

形になっております。 

（石阪委員長） 

 ちなみにどんな活動をされているのか、

特別な活動があるんですか。女性部とか婦

人部のやる活動って決まっていらっしゃる

んですか。 

（女性部副部長） 

 町会でですか。 

（石阪委員長） 

 町会の中で。 

（女性部副部長） 

 町会の中でやるのには、まず私ども女性

部として婦人部としての活動内容というの

はございます。例えば、町会の会員さんの

敬老のお祝いのそういうものの記念品を決

めたりですとか、祝賀会の計画を立てたり

とか、あとはこの中の質問の中にあった内

容なんですけれども、これは先に行って言

ったほうがいいのかもしれないんですが、

それなりに女性としてしかできないような

活動も町会の中ではしております。 

（石阪委員長） 

 しているということですね。ありがとう

ございます。 

（女性部部長） 

 各地でそれぞれやっていると思います。

行事に応じてその町会・自治会に応じて。 

（石阪委員長） 

 恐らく皆さんもイメージできたと思うん

ですが、１つは町会というのがあって、町

会長さんとしてお越しになっている方もい

らっしゃるので、それはいわゆるトップと

いうことですね。それぞれの町会の一番上

の方、もう一つは、先ほど言った女性部と

いうのはまた別の組織があって。 

（女性部部長） 

 町会の中に女性部とか防犯交通部とかい

ろいろな部が。 

（石阪委員長） 

 そういうことですね。 

（女性部副部長） 

 総務があって婦人部があって青少年部、

何々部、厚生部とかっていろいろ部がある

んですね。 

（石阪委員長） 

 だからいろいろ厚生とか交通とかなんと

かいろいろな部があって、その中になぜか

女性部という部がある。男性部はないんで

すね、当たり前ですけれども。 

（女性部部長） 
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 ないですね。 

（女性部副部長） 

 男性部という名前はないですけれども、

青年部という名前ですね。 

（石阪委員長） 

 それはどんな属性の方が、若い方。 

（女性部副部長） 

 いいえ。 

（石阪委員長） 

 それは子どもたちという。 

（女性部副部長） 

 子どもたちを対象とした活動をする部で

す。 

（石阪委員長） 

 いわゆる年齢とかそれからこういった性

別によって部というのが、元から昔からあ

ったんですね。それを今踏襲しているとい

う。 

（女性部副部長） 

 はい。 

（石阪委員長） 

 よその人からすると分かりにくいんです

が、まずこの属性について何か質問がある

方はいらっしゃいますか。分かりましたか、

今のご説明で。多分僕は何となく分かった

んです。部がそれぞれ町会の中にあります

と、女性部とか青年部とか、それぞれまた

防災とかもあるんですよね、多分いろいろ。 

（女性部副部長） 

 あります。防犯、防火。 

（山下委員） 

 すみません、いいですか、私も質問があ

るんですけれども。 

（石阪委員長） 

 どうぞ。 

（山下委員） 

 婦人部だけしかできない役割があると先

ほどおっしゃいましたけれども、それは男

性はやれないことだから婦人部というくく

りなんですか。 

（女性部副部長） 

 やれないというよりも、今まで女性がや

っていたこと、今回のこの質問の中に…… 

（石阪委員長） 

 これ、質問は後で聞きましょう。また多

分皆さんどんなことをやるかというのは、

それぞれ後でお話しいただけると思います

ので、区分けのところの質問。 

（内藤副委員長） 

 ありがとうございます。 

 町会に入ってこられた方は、全員何かの

部に入る形ですか。 

（女性部副部長） 

 いいえ、違います。 

（内藤副委員長） 

 違いますか。じゃ、その役員の人は女性

部とか青年部とか青少年部とか、青少年は

子どもなので、青年部か女性部に入るとい

うわけでもない。 

（女性部副部長） 

 全員ではないですね。 

（女性部部長） 

 代表ですね。 

（内藤副委員長） 

 青年部に入る女性もいる。 

（石阪委員長） 

 青年部に入る女性はいらっしゃるのか。 

（女性部副部長） 

 いません。 

（石阪委員長） 

 青年部は男性なんですね。 

（女性部副部長） 

 はい。 

（内藤副委員長） 

 はい、分かりました。 

（石阪委員長） 
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 じゃ、お二方から挙がったので、片野さ

ん、どうぞ。 

（片野委員） 

 町会長さんでいらっしゃると。 

（女性部部長） 

 はい、自治会長ですね。 

（片野委員） 

 それで、今、町自会のほうでは女性部長

というお名前ですけれども、それはどうい

う、町会長であっても女性だと女性部に入

るということなんでしょうか。 

（女性部部長） 

 一応私は鹿浜区民事務所という１つの区

民事務所のくくりの中で、そこで代表でい

ろいろ部があって、そこに男性は行かれな

いけれども、女性だからその部に入ってく

ださいということで、４年ぐらい前に内容

もあまり分からずして、特に独自で何か運

動することはほとんどございませんでした。

そこで１年に１回女性の方に全員集まって

いただいて、いろいろな課題を話し合って、

ちゃんと説明していただいて、そうしたら

それを地元に持ち帰り、地元の女性部の方

に話すと、もしくは自治会全体の内容、こ

の間の台風のときに、2019年だっけ。 

（女性部副部長） 

 何年前でしたっけ、あのときに避難所運

営。 

（女性部部長） 

 そうそう、避難所運営で。 

（石阪委員長） 

 恐らく、ですから会長職とそれから女性

部の職を兼ねることもあるということです

ね。 

（女性部部長） 

 兼ねているんです、私の場合。 

（石阪委員長） 

 兼ねていない方もいれば、地区によって

は一緒になっているパターンも。 

（女性部部長） 

 そうです。大体、自治会長、町会長さん

は男性が多いので、私も女性は今２人しか

いないんですよね、会長が。 

（石阪委員長） 

 分かりました。ありがとうございます。 

（國府田委員） 

 区分けについて確認させていただければ

と思うんですけれども、女性だけがいる女

性部と、あと男性だけが入る青年部という

のがあって、もう一つ青少年部というのが

あるというお話でしたよね。その青少年部

というのは青少年を対象にしているだけで、

入ってくるというのは大人。 

（女性部部長） 

 役員は大人です。 

（國府田委員） 

 役員は大人ですよね。 

（女性部部長） 

 そうですね。 

（國府田委員） 

 その中には男性も女性もいらっしゃいま

すか。 

（女性部部長） 

 その町会・自治会によってちょっと事情

が違うので、こうですよということは、そ

の町会・自治会で違いますので、うちなん

かは団地なのでちょっと人数が。 

（國府田委員） 

 分かりました。ありがとうございます。 

（杉本委員） 

 すみません、ちょっと議論が混乱してい

るように見えて、口を挟ませていただいて

すみません。 

 まず今、皆さん委員の方で足立区にお住

まいの方なんですけれども、町会に入られ

ている方はどれぐらいいらっしゃいますか。
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今日の委員の方で町会に入られている方が

いると多分今日の話は、あと我々議員は、

町会相手にいろいろ仕事をするのでイメー

ジが湧きやすいんですけれども、多分今、

足立区の方は全体で50％ぐらいしか加入率

がない中で、意外とこれは不思議な話なん

ですけれども、世の中でいわゆる意識が高

そうな方々って、お仕事が忙しくて町会に

入っていない方が多いという、また矛盾し

た状況が起こっていて、聞いていると、今、

言ったような疑問が起きると思うんですけ

れども、まず足立区の町会・自治会のそれ

ぞれの会の中の制度とかそれこそ組織とい

うのは、みんなばらばらです。名前も違い

ます。婦人部と言うところもあれば女性部

と言うところもある。今、青少年部の話が

出ましたけれども、青少年部というのがな

くて子ども会というのをつくって、町会と

は別組織で子ども会の会長さんがいて、大

体そのときの子どもの保護者の方々が、大

体仲よしの保護者がメンバーになるという

ような子ども会をつくるところもあるし、

一方で、もう今、子ども会を維持できなく

なって青少年部という部をつくって、青少

年部、各部の役員さんはみんな大人の方で

すけれども、そこで子ども相手の例えば遠

足とかそういうのを考えようかという青少

年部があったりするということなので、例

えば青年部という名前で女性が入っている

町会もあるかもしれないし、それは一概に

は言えないんですが、でも、ほぼないんじ

ゃないかというのが僕の理解です。 

（女性部部長） 

 そうですね。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 今はカテゴリーとか属性のお話をさせて

いただきましたけれども、皆さんイメージ

はできたんではないかなと、それぞれまず

違うよということを前提に、異なるんだけ

れども、各部会がそれぞれあると、女性部

であったり青年部、青少年部があると、呼

び方や組織についてはそれぞれ違うと、あ

りがとうございました。 

 それでは、ヒアリングのこの質問のほう

に入ってまいりたいと思います。また皆さ

んから補足の質問があればお願いできれば

と思いますが、これ上からどなたからでも

いいので、私のほうで振らせていただきま

すのでお願いできればと思います。 

 まず１つ目、町会・自治会の役員の選出

方法、役員の男女比、年齢構成について教

えてください。ご自身の入っている町会・

自治会で構わないので、連合会ではなくて、

それぞれいきましょうか。 

（町会長） 

 すみません、私のほうはまず町会長が選

ばれて、それでその町会長に副や何かの選

択権があるという、そういう町会です。 

（石阪委員長） 

 町会長の選出方法というのはどういう形

でされていますか。 

（町会長） 

 ただ、やはりこの時代ですから、そうい

う一方的な決め方はできないんで、皆さん

のご意見を伺ったりなんかして、交通部の

ほうでこれだけやっているからこの人を副

にしてくれとか、そういう下からのお話も

ありまして、うちの町会は今三役という中

で女性が４人、男性が３人です。 

 そして今一番考えていることは、男性が

みんな80歳を超えました。町会のいろいろ

な行事をやったときに、やはり年齢には勝

てないと言いながら、若い人のなかなか参

加をもらえない。それから平日の動きとい

うのは、若い方はみんな会社に勤めてお仕
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事がありますので、土日しかお手伝いいた

だけない。そういう現状ですので、こんな

言い方はあれですけれども、高齢者が町会

を担っているという部分はすごく多いです。 

  

（石阪委員長） 

 もう一回ちょっと戻ると、会長を選ぶと

きは選挙なのか、それとも集まってきた中

で互選といって、みんなで誰にしようかと

決めるのか、これはどっち。 

（町会長） 

 割と先代から次の人を指名するような形

が結構多いですね。 

（石阪委員長） 

 指名なんですか。じゃ、選挙をやるわけ

じゃないんですね、全員住民に対して。 

（町会長） 

 そうですね。選挙まではなかなかやって

いないですね。それが公平じゃないと言わ

れるとちょっと言いようがないんですけれ

ども、ただ、やれる方というのはいろいろ

限界がありますので。 

（石阪委員長） 

 はい、分かりました。 

 三役とは、今、話戻りますけれども、会

長、副会長、会計ですか。 

（町会長） 

 はい、そうです。 

（石阪委員長） 

 この三役で女性が…… 

（町会長） 

 女性が４人おります。 

（石阪委員長） 

 ４人、男性が３人。 

（町会長） 

 はい。それは私が町会長になって、やは

り町会の運営ということに関しますと、女

性の力をもらわないとできないです、はっ

きり言って。男性の感覚だけではできない

んで、女性部の部長をまず副会長にして、

それから交通部と、こちらは交通少年団の

団長をずっとやっていらっしゃるんですけ

れども、会計をやっていろいろな書類から

何からのことをやる場合には、やはりこの

方にもなっていただいたので、それで会計

をもう一人女性を入れましたので、その女

性のほうの数字のほうが多くはなっており

ます。これは珍しいことだと思います。 

（石阪委員長） 

 そうですね。会長のご指名ということで

いいですね。 

（町会長） 

 はい、そうです。 

（石阪委員長） 

 そうしないとなかなか増えないのかな。

なかなか難しいですね。ありがとうござい

ます。 

（女性部部長） 

 うちは１期２年ということで選挙をやっ

ています。選挙で三役全部決めまして、各

部長さんは順番で、うちは自治会なのでそ

の棟で毎年入れ替わります。部長さんは２

年に１回。 

（石阪委員長） 

 じゃ、今、三役以上というのは女性の方

はどれぐらいいますか。 

（女性部部長） 

 今、全部女性なんですよ。全員が女性な

んです。 

（石阪委員長） 

 会長、副会長、会計。 

（女性部部長） 

 会計も会計監査さんも全部女性なんです。

というのは、去年まで副会長は男性がいた

んですけれども、お仕事の関係でお辞めに

なっちゃったので今は100％女性です。 
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（石阪委員長） 

 分かりました。ありがとうございます。 

 という、すごく女性の役員さんが多い町

会・自治会ですね。ありがとうございまし

た。 

 じゃ、次、２つ目ですけれども、女性が

町会・自治会に参加するメリット、町会

長・自治会長等になるメリットを教えてく

ださい。つまり、今日お二方いますけれど

も、役員さんもいらっしゃるので、いかが

でしょうか、女性がやるメリット。 

（女性部部長） 

 うちの団地は55年になるんですね、建っ

て。その55年間ずっと、私は会長になって

７年目なんですけれども、それまで全員男

性の会長でした。私が自治会長になって良

かったと言うとおかしいんですけれども、

仕事もしませんので細かいところに目が行

き届き、自治会運営ができるということで

すね。 

 細かいところに目が届くということと、

あと男性の会長よりも女性の会長が多くの

人が相談しやすいというところもございま

す。今、私が力を入れているのは、孤独死

をなくすということにすごく重きを置いて

いますので、訪問は、男性がちょっと女性

のところには訪問できないので、自治会長

は男性のところは玄関口ですけれども、訪

問が可能ということで、女性会長のほうが

すごくいいなということは皆さんに言われ

ています。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 ほかいかがでしょうか、どなたか。女性

が会長、役員をするメリットですね。 

（副会長） 

 皆さんのお話とダブるかもしれませんけ

れども、うちの町会は女性のほうが周囲の

様子、こういう会議の場でもいろいろ気を

使って動きができるということと、それか

らあとはすごくすぐ対応できたりとか、ま

とまって活動するという場面になると、男

性よりは女性のほうがまとまりやすいかな

というところで活動しております。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 それでは、３番目のお題、質問にいきた

いと思いますが、町会・自治会で女性が活

躍するために取り組んでいることはありま

すか。これはいろいろな書き方があると思

うんですが、例えば女性だけでやっている

取組というのももちろん、こういうことは

すごくたくさんやっていますとか、あるい

は、女性を会長に選出するためにやってい

る取組というのも多分あると思うんですね。

先ほど選挙という話がありましたし、何で

も構いませんので。 

（町会長） 

 ちょっと誤解があるといけないんですけ

れども、私は私の独占で決めているんじゃ

なくて、皆さんの互選もあって、そういう

声があって会長を受けたんですけれども、

それと別に、例えば区からの非常食の配布

なんかもあります。何十食来たものをそこ

へ置いておいては皆さんの手元に届かない

わけですね。それを分けるのにかなりな時

間を使うわけですよ。そしてこの方に行っ

てこの方に行かないというわけにいかない。

それから、これは町会費を頂いた方のみで

す。そういうふうな配り方をしています。

それを皆さんで区分けするのに女性部しか

無理なんですね。 

（石阪委員長） 

 それは男性じゃ駄目ですか。ほかの部と

かでは。 

（町会長） 
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 ほとんど出てこないですね、声をかけて

も。だから男性の中に、これは女性部の仕

事だよという観念が多分、これはどこの社

会でもあると思うんですけれども、そうい

うところが強くて、そういうものをもっと

改革しなきゃいけないかとすれば、女性も

男性のやる仕事というものもやっています

し、ただ、体力的な限界というのがありま

すから、右左にちゃんと物を分けてはでき

ないですけれども、うちの場合はかなり女

性が頑張っていますね。 

（石阪委員長） 

 逆にちょっと伺いたいのは、女性部の役

割だったり、いわゆる女性役員の仕事とい

うのはもう決まっているわけですか。これ

は大体うちでは絶対女性がやるとか、ある

いはこれは男性がやるとか、そういうとこ

ろってありますか、日々活動の中で。先ほ

ど１つ例を挙げていただきましたが。 

（町会長） 

 今年本当に何年ぶりでまず盆踊りをやっ

た。それからラジオ体操もやった。ラジオ

体操は11日間ですけれども、それからスイ

カ割りもやったというときに、例えばやぐ

らを組むというのは、それは確かに男性の

力で若手に頼まないと、これはできないで

す。女の方がポール持ってきて、そこで公

園にやぐらを組むということはまずできな

い。だけど、そこにシールを貼るとか、そ

れからちょうちんを下げるときの電球をつ

けるとかって、やっぱり仕事は幾らでもあ

るんで、それは男女で全部やっています。 

（石阪委員長） 

 女性だけというのもたまにあるわけです

か、例えば炊き出しであったりとか。 

（町会長） 

 例えば最近連合運動会がありまして、そ

れは７町でやりましたけれども、みんな地

元へ帰って食事するときは、カレーを作っ

て皆さんに提供する。それから常に使う会

館の清掃はするし、それからごみゼロって

区のほうから言われますから、年に２回、

それは男女でやっていますけれども、やっ

ぱり女性のほうが多いです。 

（石阪委員長） 

 人数としてはね。ありがとうございます。 

 それでは、続いて４番目になります。町

会・自治会の役員の男女比、それから年齢

構成等の改善に取り組んでいることはあり

ますか。実際に例えば男性の数がすごく多

過ぎる、あるいはご年配の方がすごく多く

て若い人が入ってこない、そのために何か

こうすればいいんじゃないかという改善策

みたいなことをされているということはあ

りますか。どうですか、それぞれ。 

（女性部部長） 

 うちの団地は70歳以上が約280名、所帯と

しては７割が70歳以上なんです、男女合わ

せて。そういう中で、でも、今は70代でも

働いているんですよね、男性も女性も。そ

れなので、仕事を中心にしちゃうと自治会

の仕事もできないので、ほとんど高齢者が

できないという感じなんですけれども、頑

張っているんですけれども、それで若い人

に何とかやってもらいたいということでイ

ベントを通して、例えば焼きそばとか何か

を作ったときには、どうしてもそういうと

きだけ出てきてくださいという感じでお願

いしたりとか、あと団地内を害虫の消毒を

しているんですけれども、これは重労働な

ので女性ではできませんので、本当にお一

人お一人お願いして若い人を、それを通じ

ながら自治会の役員に、理解してもらおう

と思って、自治会の役割はこういうもので

すよということで知ってもらうという意味

で、イベントなどの場合に若い人たちに声
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をかけています。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 これはクエスチョンの５も同じですよね。

こういったイベントに参加してもらうため

に、いろいろな勧誘方法とか多分参加のＰ

Ｒとかもされているという、そういうこと

ですね、若い人にとにかく来てくださいと。 

（女性部部長） 

 そうです。ラジオ体操をやったときにお

父さんと一緒に来てもらう、そういう心が

けですね。 

（石阪委員長） 

 ただ、先ほど言ったように、ご高齢の方

がやっぱり多いということですが、１つ若

い人が入れない理由というのは、現役の方

というのは特にお忙しいと、役員を多分何

年かに１回やるということが、非常にご負

担になっている方が多いと思うんですが、

そういう話って聞かれますか。 

（女性部部長） 

 はい、そうですね。以前に施設部という

のがございまして、その施設部の主な仕事

というのは害虫の消毒だったんです。順番

で選出されてくると、どうしても高齢者と

か持病を持っている方なんかが順番で来る

と大変危険なので、夏に消毒をしますので

熱中症とか、あと持病があって倒れたりと

か、そういう部分があったので、一応施設

部というのは休部にして、新しく一人一人

にお願い、頼んでいます。その方が行く行

くは自治会のほうに入っていただければと

いうふうに私は願っています。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。自治会に入った

方にやってもらうんではなくて、入ってい

ない方にもいろいろ個別にお願いするとい

う。 

（女性部部長） 

 団地の場合は99％自治会に入っています。 

（石阪委員長） 

 皆さん入っていらっしゃるんですね。役

員じゃない方にお願いすると、そういうこ

とですね。 

（女性部部長） 

 そうです。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 それでは、６番目にいきます。回覧板、

家庭訪問による町会費の集金等、昔ながら

の形が残っていると感じますが、ＳＮＳ等

のデジタルツールの活用状況はどうですか。

情報伝達のときに回覧板とか、いかがでし

ょうか。 

（町会長） 

 そう言いますと、本当に昔ながらと、今、

言われるかもしれません。この三役の中で、

ファクスを送るからと言っても、ファクス

がおうちにあるという方も使えないという

方もいらっしゃる。だからそうなると私が

全部電話するとか、そういうことでやって

いますし、それから町会費を集めるのは部

長さんで各地域を分けています。うちは８

部に分けて、その８部の中に10班あるとこ

ろ、８班あるところ、３班しかないところ

と、それがいろいろなんです。それをもっ

と整理して５班ずつにしちゃって、人数も

同じようにしたいと思いますけれども、そ

れは非常に皆さんのあつれきがあって、昔

ながらをやらなきゃならない。そしてそれ

の総まとめの部長さんがいて、その下に班

長さんがいて、班長さんが全部そういうも

のをまとめるということにはなっています。

やっぱり女性の数のほうが多いかな、班長

さんは。どうですか。 

（副会長） 
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 名簿上は旦那さんの名前なんですけれど

も、実際に会議に集まってくださるのはお

母さんたちというか、女性のほうがほとん

どなので。 

（石阪委員長） 

 ちょっとお伺いしますけれども、入る加

入のときは世帯加入で入るわけですね。 

（女性部部長） 

 はい。 

（石阪委員長） 

 ですので、世帯主と言うのか分からない

ですけれども、男性の名前がほとんどなん

ですけれども、実際出てこられるのは世帯

主じゃない方というんですか、女性の方と

いうことなんですね。 

（副会長） 

 そうなんですね。 

（石阪委員長） 

 個人加入ではなくて世帯加入なんですね。

例えば、１つの世帯10人の家族でもお１人

で住んでいても１ということなんですね。 

（町会長） 

 １所帯ですね。 

（石阪委員長） 

 町会費も一緒ということですね、そうす

ると。 

（町会長） 

 そうですね。人数割にはしていませんの

で、それで例えば最近のことですと、敬老

の日にうちのほうは70歳以上のお年寄りの

方に全部配るというふうにしています。で

すから１所帯に最大３人いるときがあるわ

けです。ご夫婦とそのご兄弟がいる。でも、

町会費は１軒分しか頂いていないと、だか

らそういう、ほかの町会にお聞きすると、

町会に入っている１軒分で１つしかお祝い

は出さないということも聞いていますし、

これは様々なんです。でも、ずっと継続的

にうちのほうもやっているんで、まだでき

る限りはそれをやろうかなと、皆さんお一

人お一人に敬老の日のお祝いをしたいとは

思っています。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 それでは、この質問としては最後になり

ますが、これは幾つか質問が出ていました

けれども、男女の待遇差、役員は男性、女

性はお茶くみとか雑用とか、そういったの

がいまだに残っていると感じますが、実際

皆さんどうなのかと、男女の役割の差とい

うのが残っているのかどうか、これをお聞

かせいただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。男の人の役割とか女の人の役割。 

（女性部副部長） 

 この件なんですけれども、私が住んでお

ります千住五丁目町会、こちらは町会長は

もちろん男性ですが、副会長のほう５名の

うち私も副会長をやっておりますし、それ

とまた女性部の部長も兼任でやらせていた

だいております。 

 それで女性部、このお茶くみとか雑用と

いう言葉になってしまっているんですけれ

ども、うちの女性部に限って、子どもが小

さいときから、それこそ先ほどおっしゃっ

た子ども会の頃からのＰＴＡの仲間内が集

まってやっておるところなので、どうせ仕

事をやるのなら楽しくやりましょうという

気持ちでやっておりますので、この言葉自

体にちょっと引っかかりがあったんです。

お茶くみ、雑用係がいまだに残っていると

いう意識でいるか、うちの町会ですと、み

んなが会議をやる、その後にお茶でも用意

しようか、運動会があるから、その後にみ

んなお父さんたちがお片づけしてくれるか

ら、女性のほうで食事の支度をしようかと

いう、そういう気持ちでやっておりますの
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で、こういう意識ではないんですよね。で

すから、どうせやるのなら楽しくやろうと

いう気持ちでやっておりますので、ちょっ

とここは質問が私自身すごく引っかかって

おりました。 

（石阪委員長） 

 私も引っかかります。ただ、こういう考

えがあるということですね、実際。若い方

からすると、多分そういうご年配の方は、

そうやってお茶くみとか雑用も今、会社で

はもうほとんどないですし、区役所でもな

いですね、今。ただ、昔は…… 

（女性部副部長） 

 だからそこが考え方の違いだと思うんで

すよね。 

（石阪委員長） 

 そうなんです。ただ、そう思っちゃって

いる若い方がいるので、そんなことではな

いということですね、だから今のは。むし

ろ自分たちが好んでやっている。 

（女性部副部長） 

 そうなんです。どうせやるのならやりま

しょうと。 

（石阪委員長） 

 ちょっと１点伺いたいのは、役割みたい

なものは、でも、あるんですか。例えばこ

れは大体女性がやると、これは男性がやる

みたいな。 

（女性部副部長） 

 食事関係に関してのものは大体うち、婦

人部が担っております。それと体を使うも

のに関しては青年部、青少年部、それこそ

先ほどの害虫駆除だとかというのは、衛生

部というものがありまして年に２回７月、

８月にちゃんと薬をまいてというのをやっ

ております。 

（石阪委員長） 

 もうちょっと突っ込んで伺うと、男性で

例えばこういうお茶をくんだりとか給仕を

したりということをする方はいないんです

か、一緒にやろうとか。 

（女性部副部長） 

 手伝ってくださる方はおります。ただ、

うちは女性部７名でやっておりまして、み

んなこの気持ちですので、「男性は邪魔、

帰って」という意識で、終わってからちょ

っと女性だけでゆっくりしようというのも

ありますし、男性は全て座っていて「僕た

ちは何もしないよ」という威張っている形

ではないんです。やろうかという気持ちも

ありますので、そこは今のところ長くやら

せていただいている中でうまく進んでいる

ところだと思います。 

（石阪委員長） 

 ご不満とかは特にないですか。そのあた

りは皆さんも一緒ですか。 

（町会長） 

 じゃ、ちょっとすみません。うちは今１

部から８部まで部があって、その部長さん

が今月なら今月のお茶当番と、町会で今６

日が定例会ですが、そのときにお茶を入れ

るのは、部長さんと班長さんが出てくれば

ですし、班長さんが人数が少ない場合等、

男の方でもお茶を入れて皆さんにお茶を配

ります。だからそういう男女で、昔は本当

に男性が女性に向かって「これ、やっとけ」

っていう、そういう時代がありました、町

会の中で。それを聞いたときに、これはお

かしい、絶対そんなことがあっちゃいけな

いと思ったのが私で、今は本当にそういう

意味で、男性のほうからも女性部に、これ

だけやってもらっているというお礼の言葉

は、いろいろな行事のたびに出ます。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。以前はあったけ

れども、変わってきたという、そういうこ
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とですね。 

（町会長） 

 そうです。 

（石阪委員長） 

 それでは、一通り皆さんからいただいた

質問にお答えいただきましたけれども、補

足ということで皆さんからもしご質問があ

ればいかがでしょうか、挙手で。 

（内藤副委員長） 

 いろいろ質問に答えていただきありがと

うございます。最初のほうで女性でしかで

きない仕事の話のところで、区民事務所に

任せているという言葉が出たところがあっ

て。 

（町会長） 

 区民事務所はうちのほうはそういうのは

ないです。こちらです。区民事務所での形

態、何かということはないですね。 

（女性部部長） 

 町会・自治会連合会の女性部に選出され

るときには、区民事務所管内の中で１人が

代表で行くということ、私が話したのは女

性部になる、選出されるときの経緯で、区

民事務所の中にいろいろな部がありまして、

そこに女性部もあるんです。この女性部の

中で１人代表で、この町会・自治会連合会

に行くんです。いろいろな話をするんです

けれども。 

（内藤副委員長） 

 町会の方ということではなくて、区民事

務所のほうからも女性部担当の方がいて、

その方はいらっしゃるということですね。

すみません、区役所の担当から。 

（依田部長） 

 地域のちから推進部長の依田でございま

す。 

 足立区に町会・自治会が今、約430あると

言われています。我々役所のほうでは地区

町連と言っていますが、各地域に、ここだ

と第７地区になると思うんですが、地区が

25に分かれています。だから足立区を広く

25のブロックに分けていて、中央本町です

とか千住の区民事務所、区民事務所が17で

すかね、ありますので、その区民事務所が

25の地区町連の担当をさせていただいてい

て、先ほどのお話だと、地区町連の中から

誰か代表を町会・自治会連合会、足立区全

体のほうに送り出さなきゃいけないときの

誰を選ぶかは、区民事務所のほうと相談し

て１人を決めていますよという話ですよね。 

（女性部部長） 

 そうですね。会長もいますから、町自連

の会長さんなんかとご相談して推薦を、町

自連の会長さんから推薦を受けまして、区

民事務所というのが決めるのではないんだ

けれども、一応くくりがそういうことで町

自連の会長から推薦をされて。 

（依田部長） 

 ということでいいですか。 

（内藤副委員長） 

 理解しました。ありがとうございました。 

 あと、多分部長にもう一回お伺いしたほ

うがいいと思うんですが、今回お話を聞い

た関原二丁目町会さんとか、今来ていただ

いている町会・自治会連合会の方も、男女

共同参画に先進的なお考えをお持ちのよう

にも見えますが、そういった方を、今回そ

ういった方にあえて来ていただいたという

ことでしょうか。 

（依田部長） 

 依田でございます。 

 正直な話、町会・自治会長に女性が就い

ていらっしゃる方って限定列挙です。片手

あれば十分です。町会長さん、自治会長さ

んのお話をお聞きしたいというご意向を受

けまして資料をひっくり返していくと、今、
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申し上げましたように５人もいないので、

少なくとも10人はいないですという状況で

すので、この方ということでお願いをした

いということになったということですね。 

（内藤副委員長） 

 ５人もいないというのは、今最初400ある

ところの。 

（石阪委員長） 

 そのうちの５とか10とか。 

（依田部長） 

 ５とか10とかですよね。 

（内藤副委員長） 

 ５とか10の、例えばその５人の１人。 

（依田部長） 

 ５だか10だかのうちのお１人です。 

（内藤副委員長） 

 とても少ない町会・自治会の町会長さん

の１人ということで。 

（依田部長） 

 自治会はもうちょっといます。 

（町会長） 

 町会というのとこちらの自治会とは本当

に違うんですよ。 

（依田部長） 

 ごめんなさい、ちょっと訂正。 

（町会長） 

 自治会の場合ですと、都営住宅や何かの

１棟を自治会としてそういうふうになって

いますけれども、うちのほうは町会ですの

で。 

（依田部長） 

 ごめんなさい。ちょっと訂正をさせてく

ださい。もう一回分かりやすく言うと、町

会と言うと大体は平場、もともとある木造

とか一戸建てと言われるような人たちのと

ころが町会というようなイメージで、団地

とかそういったところが自治会というよう

なイメージになるんですけれども、すみま

せん、町会で言うと本当に少ないです。自

治会を含めると、自治会の方で女性の方は

そこそこいます。町会という単位で言うと、

先ほどから言っている５から10ぐらいだっ

た記憶があります。自治会まで入れるとも

うちょっといるかもしれませんが、自治会

のほうの数の記憶がちょっとないので、す

みません。 

（内藤副委員長） 

 ありがとうございます。確認だけ、400と

いうのは町会だけですか。町会・自治会。 

（依田部長） 

 町会・自治会で430。 

（内藤副委員長） 

 はい、分かりました。 

（杉本委員） 

 今の部長のお話含めてなんですけれども、

今日さっきご質問したとおり、町会とか自

治会に入っていらっしゃらない方が委員さ

んの中で多いようなので、イメージがなか

なか湧きづらいというのが、今日のまず大

前提だと思うんですね。 

 今回、前回の振り返りを見ていても思う

んですけれども、地域での男女共同参画と

いう話をしていく上で委員の皆さんが、多

分足立区の地域のシステムがどうなってい

るかということについて、まずは基本的な

理解ができないことには、多分この話は多

分混乱するだけで時間がたっちゃうと思う

ので、１つ提案なんですけれども、今日は

地域のちから推進部長がいらっしゃってい

ますので、次回の会議のときまでに足立区

の町会・自治会がどういうシステムになっ

ているのか、どういった感じのシステムに

なっているのか、ぜひ皆さんもご理解いた

だいて、できれば加入していただいてしな

いと多分この話、今来てお話ししていただ

いて、今、内藤副委員長もおっしゃいまし
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たけれども、ピンポイントで先進的なお考

えの方を呼んだんですかというふうに思わ

れちゃうという懸念もあるし、そもそも今、

部長がおっしゃっていたように、そもそも

少ないんですという話があるところなので、

まず現状をしっかり我々が把握をしないと

この問題というのは、私たちとしても新し

い提案を区にできないんじゃないかなとい

うふうに思っています。 

 さっきの町会・自治会の話も、平場の町

会でも名前は自治会というところはいっぱ

いあるんです。なのでそこら辺も、皆さん

の町会は少ないけれども、自治会は会長さ

ん、女性が多いよというのも、ちょっと僕

は引っかかるところなので、そこら辺も含

めてぜひ皆さんの理解を統一したいと思い

ます。 

（石阪委員長） 

 今、お話がありましたけれども、確かに

どうも複雑です。恐らく統一されていない

というのは、皆さん正直なところだと思い

ますし、自治会という呼び名があるところ、

町会という名の呼び名のところ、しかも平

場かマンションかでまたいろいろ違うとい

うことでしたから、これはどちらかという

と我々のほうですべき議論であって、今日

せっかくお越しいただいていますので、ま

ずはお越しいただいた町会でどんなことが

あるか、ここでまず議論をして、また後ほ

ど我々のほうでそういった町会・自治会に

ついては、また分析してまいりたいと思い

ますので、今日はせっかくですからご質問

の場でありますので、お願いできますか。 

（札本委員） 

 こちらの４人の方々に聞く質問かどうか

分からないんですけれども、私のイメージ

では、私も足立区に来て10年強なんですけ

れども、町会に入っていないんで、子ども

の頃を思い出しながら、町会ってどういう

仕事をしていたのかなと思い出していたん

ですけれども、例えば運動会だとか盆踊り、

あとは何でしょうね、それぐらいかなとい

う、すみません。 

 ここに出てきた害虫の消毒ですとか、あ

とラジオ体操、このラジオ体操って子ども

が参加するラジオ体操ですか。高齢者が参

加する。 

（女性部副部長） 

 両方です。 

（札本委員） 

 両方一緒にやっているんですね。 

（女性部副部長） 

 夏休みは小学生を対象に。 

（石阪委員長） 

 それを町会がやっていると。 

（女性部副部長） 

 町会がやっています。それとは別に、各

ブロックで大人が集まってやるラジオ体操

というのも千住地区ではやっております。 

（札本委員） 

 大人がやるそのラジオ体操は町会かなと

思うんですけれども、子どもがやるラジオ

体操って、どっちかというと学校ですとか

ＰＴＡとか子ども会。 

（石阪委員長） 

 先ほど言った町会の中の恐らく子ども会

に相当する青少年部がやっているだとか。 

（札本委員） 

 そういうふうに聞くと、学校がやるべき

ことを町会に投げているような気もします。 

（女性部副部長） 

 ラジオ体操の時間ですので６時半ですよ

ね。 

（札本委員） 

 それは負担ではないですか。例えばその

害虫の消毒ですとか、これって町会がやる
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ことなのかなと思ったりするんですが。 

（石阪委員長） 

 ご負担じゃないかということを、今。 

（札本委員） 

 非常食の配布ですとか、それって町会の

仕事なのかなと。 

（女性部副部長） 

 逆に言って、どこの仕事。 

（札本委員） 

 区の。 

（石阪委員長） 

 恐らくそういうのは行政がやるべきだと

いうお考え、町会・自治会と言うと、恐ら

く一般的には防災であったり交通安全であ

ったりとか、恐らくそういうイメージでい

らっしゃったかなと。 

（札本委員） 

 消防ですとかは、もちろん町会の方がや

ったほうがいろいろ地域のことが分かって

いらっしゃるんで、それでも負担かなと思

うんですけれども、それは消防とかはそう

かなと思ったりするんですけれども、害虫

の駆除までやっていらっしゃるんですね。 

（女性部部長） 

 それは都のほうに、都営住宅の公社のほ

うにお願いする、例えば青虫がいるとか、

それを見つけたらしてくださいと言うけれ

ども、私の場合害虫というのは蚊とハエな

んですよ。だから５月、６月、７月、幼虫

のときにやるんです。それは自分の団地は

自分のところで守るという意味でね。そう

いう蚊がいて苦情が出ると、それは区にや

ってくださいよとか、公社にやってくださ

いというのは、ちょっと違うかなと思って

いますので、それはやります、予算も取っ

ていますし。 

（石阪委員長） 

 今、札本さんがおっしゃっているのは、

例えば本来そういうことがあったら、例え

ば青虫が出ましたと、駆除してほしいとい

う要望書を行政に出すのが、どっちかとい

うと町会・自治会が。 

（女性部部長） 

 それは出します。 

（札本委員） 

 要望書を出すまでもなく区がやるものじ

ゃないですか。 

（石阪委員長） 

 どういう意見があるかは分からないです

ね。 

 佐藤さん、どうぞ。 

（佐藤委員） 

 佐藤といいます。 

 私が口に出すのもあれなんですけれども、

私は随分前にマンションの管理の仕事もち

ょっとやっていまして、そのときに思った

んですけれども、害虫駆除とか衛生面の管

理で消毒液をまくという作業は、実は本当

であれば、私は江東区にいたんですけれど

も、江東区が車で回って、雨水ますといっ

て水たまりを見つけたらまいていかなきゃ

いけない。 

 でも、前に犯罪があって、自分のマンシ

ョンに誰かが毒液をまいてしまったと、そ

ういうことが起こったときに誰の責任なん

だとなるので、だったらば、まく側の江東

区とそれから自分のマンションにまいてほ

しいという住民側がセットでやらないと、

また事故が起こるということで、江東区は

やっていました。 

（石阪委員長） 

 すみません、話を元に戻しましょう。申

し訳ない。これ実は男女共同参画の推進委

員会なので、申し訳ないですが、町会・自

治会はまた別の機会に。 

 ぬかがさん。 
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（ぬかが委員） 

 どうも今日は本当にありがとうございま

す。議員のぬかがです。 

 先ほどの関原二丁目町会長さんのお話が

非常に印象的だったんですけれども、依田

部長も言うとおりで、本当に平場の町会で

女性の町会長さんって、私も本当に周りに

はいないなと思いながらお話を聞いていた

んですね。先ほど、自分が町会長になって

からいろいろ変えていったんですよと、い

ろいろなことを頑張っているんですよとい

うお話があったと思うんですよ。 

 例えばお茶くみもそうだけれども、いろ

いろなことを、きっとある意味で言うとす

ごく気がついて頑張られた部分もあるだろ

うし、その辺の特に町会長になられたくだ

りとか、その辺からどういうことを頑張っ

たなと思っていらっしゃるかというところ

を、聞かせていただければと思うんですが。 

（石阪委員長） 

 いかがでしょうか。 

（町会長） 

 まずうちは10年以上、高齢の方がずっと

町会長をやっておりました。ご家族に言わ

せると、「お父さんは町会長を辞めちゃう

とぼけちゃうから、町会長にしておいて」

と、そういうちょっと時代が前なんですよ。

でも、その方がうちの主人を指名して、

「この次は君、やってくれ」ということで、

うちの主人が６年やりました。ただ、本当

にこんなことを少しあれですけれども、長

年前任の方がずっとやっていた。ただ、あ

まりいろいろな問題が出たり、みんなが文

句言ったりという時代じゃなかったんです。

私はもっと空気の通ったちゃんと透明度の

ある町会運営をしなきゃいけないと思って、

主人のときに私はその下のほうにいました

けれども、いろいろな意見も言わせてもら

ってやりました。 

 ただ、主人が少し皆さんの前でご挨拶す

るのや何かがちょっと、少し認知が入った

というか、これはもうやるべきじゃないと

いうことで、それである消防署長に言われ

ましたけれども、「旦那さんが辞めたら奥

さんがやるんですか」って、そんな感じで

私が受け取ったわけじゃなく、町会の方に

「奥さんがやってください」ということで、

私が町会長を受けました。 

 確かに女なのにということもありました

し、私が防犯部長をやる予定のときにある

方が、ぱっと振り向いて「女が防犯部長を

やるのか」と、やはりそういう時代があり

ました。でも、皆さんのご推薦があったん

で私が受けて、今５年目やっております。 

 やっぱりどうしても何となく古い体質が

抜けないで、本当に会計にも新しく入って

いただいて、本当に全部洗い直してやりま

したので、私の力じゃないです。本当に皆

さんがちゃんとしたことをしようというふ

うになったと思うんです。町会というのは

地元の方がやっていますし、商店も入って

いる、それから大地主さんも入っている、

そうすると本当に古い形でずっと今日まで

続いているわけなんです。 

 町会費も例えば間口何間だったら幾ら、

町会長だったら幾らですから一律ではない

んです。その一律でない町会はたくさんあ

るはずです、調べていただければ。皆さん

そういうことを言われると「へーっ」と思

うかもしれない。みんな１軒ずつ同じ金額

でしょうとおっしゃるけれども、大きいス

ーパーが車が何台も出入りしてやっている

ときには、やっぱり多く頂きます。町会の

中に属している。その代わり私たちもその

スーパーをたくさん使います。お願いして

いろいろな品物も頂くし、だからお互いの
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相互関係ですけれども、大きく仕事をやっ

ている会社には、町会費として多くを出し

ていただいています。 

 それから最近は一戸建てがにょきにょき

できております。その一戸建てそれぞれに、

町会でこういうことをやっている、それか

ら掲示板の場所、それから消火器の場所、

全部地図に書き込んで、全部彼女が作って

くれるんですけれども、それを戸建てのお

うちができたときに必ず伺って、町会への

入会をお願いしております。 

 だからそういうことで、私もいろいろな

会に出て、本当に女性の町会長が少ないん

ですけれども、中の町会の長老の方が、

「区長も女性なんだから、これからは町会

長を女性でやってくれ」と、そういうお声

をいただいて私は５年目ですけれども、や

っております。 

 以上でございます。 

（ぬかが委員） 

 ありがとうございました。 

（内藤副委員長） 

 ちょっと違う質問ですけれども、多分質

問１つ目に関連すると思いますが、もし言

われたかもしれませんが、役員ではなくて

町会・自治会に入っていらっしゃる世帯の

年齢別というか、若い世帯はどれぐらい入

っているか、どうでしょうか。 

（町会長） 

 今、町会で加入率は大体60％、うちの町

会では。まだそんなに底ではないと思って

おります。45％ぐらいのところもあると思

います。ただ、自治会で99％とおっしゃっ

たのは大変うらやましく、それから街灯の

電気、おたくのおうちの前にある街灯の電

気代も町会で払ったり、それから避難所に

みんな避難したときに、この方は町会に入

っていないからこれは配らないということ

は、もちろん人権的にできないですけれど

も、やはり私はもっともっと町会に入って

いただきたいとは思っております。 

（内藤副委員長） 

 ありがとうございます。働いている世代、

60ぐらいまで、五、六十ぐらいまでの世帯

はどれぐらいの加入率だと思いますか、大

体平均して。 

（町会長） 

 10％ぐらいじゃないかと。 

（内藤副委員長） 

 加入してくれないと役員にもならないし、

いろいろな問題が解決しないと思うんです

けれども、いろいろ勧誘されているという

お話を今伺ってきました。お仕事をしてい

るから忙しいだろうという認識も分かりま

した。ただ、足立区の男女共同参画の調査

というのがあって、その中では、町会や自

治会などの地域活動の場が、多くの人が男

女平等になっていないと、これ各年代層70

代まで、29歳以下から70歳以上まで男女と

もに見ているんですけれども、男女平等に

なっていないと答える人が多く、男性が優

遇されているという回答が多いという結果

になっています。これは男性も女性もです。

女性は特にです。これは別に足立区に限っ

たことではなくて、どこも日本中そうなん

ですけれども、特に若い世代にそういう意

識が強い。これもどこも同じですけれども、

ということを前提にすると、ただいろいろ

勧誘するというだけではなかなか難しいの

かなと思うのですが、そういったところも

踏まえて何かアクションというか、入って

ほしい、入っていただく取組ってやられて

いるんでしょうか。 

（町会長） 

 まず町会の外郭団体みたいに、うちのほ

うはみこし保存会がありまして、それはお
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１人ずつ会費を頂いて、昔はかなり多かっ

た。今は100人足らずではございます。です

から、みこしを出すときに担ぎ手というの

は、今、本当にどこも多分少なくて困って

いると思うんです。隣町会とか親交のある

ところは、お互いに行き来してそちらにも

担ぎに行く、こちらにも担ぎに来て、うち

の町会は八幡神社の宮本なんで、うちのは

んてんを着ていただくということで、その

はんてんも貸出しをしております。 

 だからその辺が雑多ではなく、一応まと

まりをつけてはおりますけれども、そうい

うことと、あと青少年部でやっていること

は野活とか、それから学校へ泊まって子ど

もたちと一日過ごすとか、そういうことは

はっきり言うと大体ＰＴＡを経験した方じ

ゃないとなかなか難しい。お子さんを持っ

ていない方だとあれですけれども、そうい

う方の協力を得て、そういう行事も今年か

ら始めました。何年もブランクがございま

した。 

（内藤副委員長） 

 ありがとうございます。男女が平等にな

っていない、つまり役職とか与えられる仕

事とかが平等でないと感じる人が多いとい

うことに対して、何か取り組んで入っても

らうという、そういうことはやられていな

いですか。今いろいろなことをされている

というのは分かりましたけれども、男女平

等になっていないという気持ちに即して何

かやられていることがありますか、若い世

帯に。 

（町会長） 

 あまりそういう平等ということは考えた

ことはないです。町会の中で助け合わなき

ゃならないし、女性は女性の力を振るう、

男性にお願いしなきゃできないことはもち

ろんたくさんございます。でも、そういう

色分けはしないで町会として合同で行動し

てやっております。そういうことでいかが

でしょうか。 

（内藤副委員長） 

 じゃ、町会・自治会連合会さんに聞いて

いいでしょうか。女性町会長さんが非常に

少ないと、今お話を聞いたんですが、とい

うことは、連合会に聞いてもいいかもしれ

ない。連合会にお出になっていると思うん

ですが、男女が平等でないと、会長さんの

中ですね。男女平等でないと感じることは

ありますか。 

（町会長） 

 私は第７地区で８町会まとまっておりま

す。第７地区、８町会、その８町会で当番

制で連合町会長の役も１年ごと替わってお

ります。だから１人の方がずっとやってい

るということではなく、そういう意味では

私がその中で女性１人ですけれども、公平

に順番にやっています。それは連合町会長、

連合町会ということでのまとまりで、いろ

いろなときに相談して、お祭りのこととか、

夏にどういう行事をやるかというのはお互

いが隣り合わせですから、それはお互いに

連絡を取って、でも、その町会の状態とし

ては、今年はおみこし出せないというのも

ありますし、先ほどのラジオ体操の話もあ

りますけれども、ラジオ体操は本当にお子

さんが出てこないんですよ。私たち町会の

役員だけでやっているんじゃ意味がないか

らやめたらと、ほかの町会にも言われます。

でも、やっていて今回は関原小学校の校長

先生がすごくお手伝いいただいて、学校の

中でもお話しいただいたんで、お子さんが

大分出てきました。何しろ本当にいろいろ

一歩一歩なんですけれども、若い方を取り

込むということが、本当に若い方もご自分

の生活をすごく大事になさるから、町会の
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ことをやっているよりは自分の家庭のこと

もあるし、それから自分たちのサークルと

いうか、そういうグループを結構大事にな

さるから、町会は二の次のところがちょっ

とあるような気がいたします。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 時間のほうが結構もう過ぎてしまいまし

たので、質問という形はこれで終了とさせ

ていただきたいと思います。皆さんまだご

質問されていない方もいるかもしれません

けれども、この後またお帰りになった後に

議論する機会、時間が少しありますので、

またそのときに。 

（女性部副部長） 

 その前にちょっと１ついいですか。 

（石阪委員長） 

 お願いします。 

（女性部副部長） 

 私の認識不足で誠に申し訳ないんですけ

れども、この足立区に男女共同参画推進委

員会ということがあること自体、私、今日

まで知りませんでした。その中で皆さんの

意見の中で、町会に加入されていないとい

うお声もあったので、「おやっ」と思って

いるところもあるんですけれども、その中

で男女が平等ではないという意見が出てい

るという、町会からのそういう調査をした

結果、男女は平等ではないという意見が出

ているという、そういうのもあったという

ことなんですけれども、男性が優遇されて

いるとかという、長く町会のほうに携わっ

ている者としてはそんな意識ではないんで

すが、新しく加入される方、それか加入さ

れていない方が外から見ると、どうしても

男性のほうが優遇されていて女性が優遇さ

れていないんじゃないかという、そういう

形で見られているということですか。 

（内藤副委員長） 

 今ご紹介したのは、こちらの委員会の意

見ではなくて区民の調査です。区が行った。

これは何回かやっている調査で、ずっとそ

のような結果が出ていると。おっしゃるよ

うに、実際に中に入って活動している方が

そう思っているかということではないかも

しれないです。私も実際、こちらではない

ですけれども、町会に入って班長も幹事も

やっていますし、ＰＴＡも役員もやってい

ますし、いろいろなこういう活動の重要さ

はすごいよく分かるんですけれども、区民

のほう、特に若い世代は、性別を理由とし

て仕事が割り振られて、自分のほうが不利

なんじゃないかというふうに思う人がいる

ということです。そういうふうに思う人が

多いというご紹介でした。ありがとうござ

います。 

（片野委員） 

 どうしても聞きたいことがあるんですけ

れども、いいですか。１分だけ。 

（石阪委員長） 

 ちょっと時間が、どんなことですか。 

（片野委員） 

 実は、なぜ女性が町会長に少ない、その

理由、それをどうしても知りたいんですけ

れども、町会長が女性が少ないじゃないで

すか。町会長に女性がなりにくいようなこ

とがあるのか、外から見ていると分からな

いです。どうして女性が「私、やります」

ということにはならないんでしょうか。 

（石阪委員長） 

 すみません、時間もありますので、手短

にお願いできますでしょうか。 

（女性部副部長） 

 私の町会のほうでは、ほぼほぼ男性が町

会長をやっております。今回、町会長のほ

うも高齢化で世代交代しようという意見の
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中で、女性がなるべきかということも出ま

した。ただ、今までの活動を見てみると、

女性が主婦であり家族を持っていながら活

動、区に対しての要望ですとかいろいろな

会議ですとか、そういうものに参加すると

どうしても家庭のほうがおろそかになって

しまう。家族に対してちょっと負担を与え

てしまうという考えもあります。ですから

男性がなっているところのほうが多いかと

は思うんですけれども。 

（片野委員） 

 分かりました。ありがとうございます。

外から見ているとあれだったので、すみま

せん、ありがとうございます。 

（石阪委員長） 

 先ほどの意見についても区民調査ですの

で、恐らく半分以上の方が入っていない方

が意見を述べられていると思いますから、

僕も実は副会長を今やっているんですけれ

ども、別の市ですけれども、大変だという

のは重々承知していますし、なかなか女性

の方がトップにならない、この風土や背景

ってなんなんだろうなと日々考えています。

今日はそういう中でいろいろ、１つは世代

の問題ってあると思います。若い方、現役

の方とリタイアされた方、それからもう一

つは男女の問題というのがありますので、

またこの議論の、この委員会の中で今日の

お話を、また皆さんいただいたものを議論

して報告書にまとめていきたいと思います

ので、本日はお忙しい中、短い時間で恐縮

なんですが、本当にありがとうございまし

た。ご協力いただいて、すみませんでした。

（拍手） 

（ヒアリング対象者 退室） 

（石阪委員長） 

 町会・自治会について、これかなり議論

が出ましたが、まずは町会・自治会につい

ての仕組みですね。これについてはもう一

回整理が必要だと思います。我々、特に区

外の人間にとってみると非常に分かりにく

い制度、仕組みになっていますので、これ

次回のときに少し組織図というんですか、

こういうものだということを事務局のほう

に用意していただこうと思っています。町

会・自治会ってそもそもというね。それか

ら、先ほど女性会長さんであるとかが少な

いというお話で、恐らく平場の町会のほう

がかなり少なくて、自治会はもうちょっと

いらっしゃるんじゃないかと、これ区とし

て把握できている数字だけで構いませんの

で、次回までに調べてきていただきたいと

いう思いがありますが、ない。それはなか

なかない。 

（ぬかが委員） 

 あるんじゃない。 

（さの委員） 

 町会長の名簿があるから。 

（飯塚課長） 

 お名前しかないので、性別がないんです。 

（依田部長） 

 すみません。どこまでできるか分かりま

せんが、やれることはやってみます。 

（さの委員） 

 名前だけじゃ分からない。 

（依田部長） 

 そうなんです、名前だけじゃ。 

（飯塚課長） 

 ヒロミさんでも男性がいらっしゃるかも

しれないので。 

（さの委員） 

 でも、ご本人に聞けばね。 

（杉本委員） 

 区民事務所に聞けば分かる。 

（依田部長） 

 すみません、ちょっと整理をさせていた
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だきたいんですが、町会の数が、平場でも

自治会と言っているところがあったりとか、

名前だけで男女の差が分からないので、リ

クエストいただいたことで可能な限り頑張

りたいとは思いますが、リクエストどおり

出せるかどうかはちょっと。 

（石阪委員長） 

 別にここは大丈夫です。できる範囲やっ

ていただけるということですので、出して

いただきたいと思います。特に町会・自治

会というのが非常に分かりにくいというこ

とですね。それからあと人数も、多分１割

なのか本当に数％なのかでかなり変わって

きますので、このあたりのおおよその概数

は知りたいという思いがあります。 

 それから、いらっしゃらないですけれど

も、今日の質問の中でも今日の方はどちら

かというと、私の印象ですけれども、かな

り一生懸命やってこられて、自分たちの活

動に対して自負やプライドをお持ちの方だ

ろうなと、むしろそれを自分たちで形成さ

れてきた、まさに先駆けのような方なのか

なと思いますけれども、恐らくそれ以外の

方では不満があったりとか、もう少しこう

したほうがいいと、様々な意見があると思

います。そういったことも含めてこの会議

で考えていきたいと思いますが、いかがで

しょうか。そういうふうに感想も含めてで

すが、今日のご意見。 

（依田部長） 

 何点かご説明させていただいていいです

か。 

（石阪委員長） 

 これはなかなか選抜の仕方が難しかった

ですね、今回。 

（依田部長） 

 すみません、何点か言い訳じみたことを

言わせていただきたいんですが、今回お三

方をお呼びしましたが、名前で明らかに女

性ですと分かる方と、自分も団地の自治会

長さんで長くお付き合いがある方がいらっ

しゃるんですが、平場の方がいたほうがい

いですよねというところと、町会・自治会

連合会の女性部の方でお二方と、平場の町

会で町会長さんをやっている方ということ

で、お三方にお声かけをさせていただいた

んですが、お三方が、自分はあそこまです

ごいとは思っていなくて、事前にすごい取

組をされている方だというリサーチがあっ

て意図的に呼んだということではないとい

うことは、ご理解をいただきたいと思いま

す。意図的に、ここの場でどうこうという

議論の妨げになるような意図を持ってやっ

たわけではありませんというところだけ、

ご承知おきいただければと思っております。 

（石阪委員長） 

 何かありますか。どうですか。 

（内藤副委員長） 

 すみません、正直に言えば、全然男女共

同参画なんて考えたこともない男性のとこ

ろに聞きたかったかなという感じはありま

す。 

（石阪委員長） 

 むしろ。 

（内藤副委員長） 

 はい。そういうタイミングはなさそうな

のですよね。 

（依田部長） 

 それは皆さんのリクエストがあるかどう

かで。 

（内藤副委員長） 

 かなりもう既に取り組まれていたり、意

識があるという感じがしたので、直接来て

いただかなくても、次回ちょっとお話をい

ただくということならば、来ていただかな

くても何か声を拾ってきていただくとかが



26 

可能なら、うれしいかもしれないですね。

このままだと、結構進んでいるのでという

感じがするかなと思いました。 

（片野委員） 

 多分全く外からどう見られているとあま

り分からないのかなと、私は正直、例えば

女性部とあることで若い人たちは引くわけ

ですよね。入ったらそういう雑用をやらさ

れるというイメージなわけですよ。だから

そういうことまで、結構自分たちがやって

きたことにプライドを持たれてやっていら

っしゃるので、これは世代観が結構浮き彫

りになったかなというふうに、私は逆に思

っているんですね。ここの壁を変えていか

ないと、どうしたってイメージで入るか入

らないかを決めていく。 

 あともう一つ、私１点気になったのが、

非常食の配布を町会の人だけに配るという

ふうに、たしかおっしゃっていたような感

じがしたんですけれども、あれはそうなん

ですか。私は逆にちょっと思って、自分は

ＮＰＯで、「これ配ってください」と言わ

れて配って。 

（依田部長） 

 幾つかご説明をさせていただくと、今年

の夏に盆踊りが復活しているんですけれど

も、盆踊りについて、自分も直接何人かの

町会長さんとやり取りをさせていただきま

した。やらないという理由の中の幾つかを

述べさせていただくと、お金が集められな

い。「盆踊りをやるのに200万以上かかるん

だ」と言う方もいらして、お金を集められ

ない。やぐらを組む人がいない。ちょうち

んの電源の工事をできる人がいなくなった。

この辺もありますし、あとは、今日お越し

いただいたお三方に逆らうような発言です

が、女性の方が接待係になっちゃうんで、

暑い中お父さんたちが椅子に座ってビール

飲んでいるのに、私たちがビールを出した

りお茶を出したりするのなんておかしいじ

ゃない、そもそも盆踊りを私たちは踊りた

いのに踊り子もいないという、様々なご意

見は聞いていて、ご意見なので我々として

は受け止めて、今後の参考にさせていただ

こうと思いましたが、盆踊りについて言う

と、今言った後ろの２点、盆踊りの踊り手

さんがもう集まらない。要は…… 

（山下委員） 

 男性でもいいわけですよね。 

（依田部長） 

 それも含めて言っています。女性で集ま

らないと言っている方もいるし、男性含め

ても集まらないと言う方もいるし。 

（山下委員） 

 そもそもそこですよね。だから女性じゃ

なきゃいけないという意識があるから、募

集をかけるところが狭まってきちゃうとい

うことですよね、いろいろ接待もそうだし。 

（依田部長） 

 そういう意見があったということなので、

多分ですけれども、もう一点の非常食とい

う話については、災害対策課のほうで残り、

保存年限が短くなっているやつを、町会の

訓練とかで手ぶらで来て手ぶらで帰ってと

いうのは言いづらいというところもあった

りとか、保存食のＰＲも兼ねて、町会・自

治会の方にお渡ししていることがあるので、

それの話をなさっているんだと思います。

避難所を実際開設されて町会の人にしか渡

さないということではなく、訓練のときに

普及啓発のためにご活用いただいているも

のについてのご発言だと思っています。 

 以上です。 

 もう一点だけ言っていいですか。 

（石阪委員長） 

 どうぞ。 
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（依田部長） 

 先ほど、町会・自治会が何をやっている

か分からないというご意見があったんです

けれども、町会・自治会の役員の方とお話

ししても同じことを言っています。「俺た

ち一生懸命やっているのに、若い人たちに

全く伝わらないんだ。おまえ何とかしろ」

と、何回も言われています。 

 皆さんに分かりやすいお話で言うと、防

犯カメラがあるんですけれども、防犯カメ

ラは区のここの施設とかは区が当然つけて

いますけれども、道路は町会・自治会でつ

けていただいているものになっています。

町会でつけて町会で管理をしていただいて、

そこに対して区が補助金をお渡ししていま

す。 

 それから先ほどお三方のほうからもご発

言がありましたが、私道街路灯というもの

についても町会・自治会でつけていただい

て、そこに対して区が補助金をお渡しして

いるという形になっていますし、皆さんに

分かりやすいところですと青色パトロール

カー、青パトと言われているものも、区の

ほうで走らせているものもありますが、区

民事務所、たしか13か所ぐらいですかね、

区民事務所において、区民事務所に町会の

方が来て乗っていっていただいてとか、夜

回りをしていただいたりとか、美化活動で

ごみ拾いをしていただいたりとか、先ほど

ご意見の中になかったような話でもそれぐ

らいはありますというところになっていま

す。 

 いろいろご意見はたくさんあるんだと思

いますが、そんな感じになっています。 

（札本委員） 

 男女参画とは全然関係ないかもしれない

ですけれども、町内会に、これやってくだ

さいといって助成金じゃなくて委託費、何

て呼ばれている。 

（依田部長） 

 補助金です。 

（札本委員） 

 補助金ですね。その補助金って実費です

か。それともやっていただいて、それに対

する、時間をかけてやっていただいている

わけですよね。それに対して何か１時間当

たり幾らとか、そういった形で出てはいる

んですか。 

（依田部長） 

 青パト、物によって全然違います。青パ

トについて言うと、車は役所が用意します。

ガソリンは役所が用意します。隊員の人件

費はゼロ円です、町会の方がやっていただ

いているから。それから夜回りもジャンパ

ーを着るとか棒ですね。電気のつく棒の補

助金はありますけれども、人件費としては

お渡ししていないですとか、ごみ拾いも素

手で取るわけにいかないので、ごみ袋とト

ングみたいなものは上限額を決めてお渡し

しますけれども、活動費として、そこのご

みを拾ってくれたから5,000円上げますとい

うのはないんです。だから物によって全然

種別が違うようになっていますので、それ

ぞれの地域によって本当に差が出ています。

青パトが全く通らないというか、青パトを

運行するときは警察で講習を受けて資格証

をもらって走れる地域限定になりますので、

うちの町会しか回らないわけじゃないです

か、皆さん。だから男女共同参画とちょっ

と話がずれちゃいましたけれども、そうい

うふうに各地域で本当に取組が分かれてい

ますというところは、ご理解いただきたい

と思います。 

 すみません、男女共同参画からちょっと

ずれちゃいました。町会・自治会も自分の

担当なもので、すみません。 
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（市川委員） 

 今日、町内会の方たちのお話を聞いて僕

が感じた意見なんですけれども、僕も町内

会・自治会よく分かっていないんですけれ

ども、すごく430の中のレアのレアな人たち

というんですか、マイノリティーの人たち

であって、さっき副委員長が質問のときに

言っていた、大体どの世代も７割ぐらいは

男女不平等を感じているよというアンケー

トがあるんだけれども、いやいや、そんな

ことねーぜというのが、４名来られた方た

ちはみんな言われていて、なおかつ町内

会・自治会の加入率は50％程度だよと、こ

こ99％というところもあって平均が50％で

すから、99と１％があってというので50％

なのかなと、平均加入率50％の中で入って

いる人、入っていない人関係なくアンケー

トを取ったら、７割ぐらいが不平等だった

ということですよね。だからこれで我々何

を議論するのかなというのがぶっちゃけ、

これだけマイノリティーでとんがっちゃっ

ていると、右なのか左なのか分からないで

すけれども、前回のお話のときにこのメン

バーでお話ししていたときには、不平等が

多いんですよというお話だったじゃないで

すか。だけど、実際お呼びしたら、不平等

なんて言われること自体が心外ですわよと

いうことだったんで、何をどうしましょう

みたいな感じになって、ちょっと今、困惑

しちゃっています。 

（ぬかが委員） 

 今日、本当に聞いていて思ったんですけ

れども、まさに今おっしゃったそこが意識

のギャップの表れなんだなと、私は実は思

いながら聞いていました。つまり、こうい

う男女共同参画の推進を、これは町自連代

表は入っていないんですかね。 

（依田部長） 

 ここには入っていない。 

（ぬかが委員） 

 入っていないですね。そこにまさに一番

最初の発言で出たように、古い形が残って

いるから、それで頑張っている人にすると、

これでいいのよ、こうやってやっているん

だからという、一番そういうそこをどうな

のというのを議論するという課題はあるん

ですかねと思いました。 

（市川委員） 

 でも、逆なんじゃないですか。これは男

女で分けるんじゃなくて加入・非加入で意

識の違いなんじゃないですか。加入者は別

に嫌じゃないと言っているんですよね。非

加入者が嫌だと言っているのじゃないんで

すかみたいなふうには、僕は受けました。

男女じゃないし老若でもないし、そうした

ら何でアンケートがあんなに分かれるのか

なといったら加入・非加入なのかなと、僕

は感じましたけれども。 

（ぬかが委員） 

 会長が、私、言っていたのは、さらりと

言っていたけれども、地域のコミュニティ

ーの多分町会・自治会の組織率の低下とい

うところの要素の中に、それが入っている

んだろうと、入っているけれども、その入

っているということすら認識していないと

いうのが、今の頑張っている人たちの中の

実態、表れだろうなと、だからそれに従え

る人は、それでよしと思えるような方は入

るし、ついていけるしというギャップにな

っているのかなというふうに私は思いまし

た。 

（内藤副委員長） 

 今日来ていただいた方は、男性が多い組

織で勝っちゃったというか、やり切れてい

った女性管理職、女性役員ですよね。今は

執行部側ですから、そこを批判されている
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ような気持ちにもなるし、ＰＴＡも同じだ

と思うんですけれども、執行部側になると、

いや、これでいいんだとか、自分たちは楽

しいんだとかというふうに、今まで自分た

ちがずっとやってきたことなんで自分の生

き方を肯定したい、当然みんなそうです。

肯定したいし、やってきたことを批判され

たくないという気持ちなんですよね。だけ

ど、全然分からないということではないと

は思うんです。そういうことに直面してき

たからいろいろな取組をされているという

部分もおありだと思うし、だからここで話

を聞くべきは、今の女性執行部よりもうち

ょっと下の人たち、不満を持っていそうな、

自治会・町会には入っているけれども、不

満みたいなのとか、入っていない層とか、

そこは男女問わなくてもいいかもしれない。

女性のほうが不満はあると思いますけれど

も、まさにアンケート結果で男女不平等が

あると回答した層がよかったかもしれない

かなと思いました。 

（杉本委員） 

 今の話になっちゃうとなんですけれども、

町会の会員だとしても、言い方は悪いんで

すけれども、男性・女性、この男女の話以

前のところで、町会自体はボランティア活

動、任意団体となっているところで、中で

もどうしても仲がいい・仲が悪いグループ

が出てきて、例えば役員の中でも仲が悪く

なったら、「俺、こんなのやっていらんね

ー」とどんどん別れていっちゃう人も、力

がある人も出て行っちゃったりとか、「あ

いつがいるから俺はやらない」というのも

実際あるわけで、その中で町会、さっきの

アンケートは、多分町会に入っている人・

入っていない人を合わせて７割なんでしょ

うけれども、入っている人でも多分言って

いる人たちも今出てきていないんですよ。

町会員だけれども、町会の集まりには一切

出てこない。お祭りがあっても顔を出さな

い。さっきのごみ拾いがあっても顔を出さ

ないというところになってきたときに、じ

ゃ、あの人たちがほかの人たちを別に意図

的に排除してそうなったというよりは、人

間の集まりなので、その中でたまたま残っ

た人たちが特に不満を感じていないという

状況になっちゃっているということだと思

うので、かといって、皆さん例えば足立区

民がみんなで町会へ入って全員が加入だと

いうことであれば、これを変えていこうと

いう、男女平等にしなきゃいけないという

話にもなるんですけれども、この今回振り

返りを見てみると、今回地域での男女共同

参画というのが本来のポイントだったのに、

町会だけに話を絞り過ぎて、町会だったら

町会という団体があってもいいわけだし、

町会の体質に合わないなという人は別の形

の地域活動だってあるわけじゃないですか。

今はそれこそＮＰＯをやって、いろいろ地

域のために動く人だっているわけだから、

そういったところで言うと、今日、地域で

のというところで町会・自治会の関係者だ

けに話を聞く、またＰＴＡの話は知ってい

る人がいるという話だったと思うので、そ

こら辺は今日の話…… 

（石阪委員長） 

 今日はまさにそうです。先鋭的な町内会

の特に女性の幹部の話を聞くというのが今

日の目的であって、これが恐らく全てでは

ないですし、いろいろな町会・自治会があ

るということが今日分かったということは

１つ前進ですから、これは今、事実につい

ては事務局内で調べていただくとして、こ

れは一つの例です、今日は。こういう方々

がいらっしゃって地域を引っ張って牽引さ

れていると、ただ、そうじゃない方もいる
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ので、報告書についてはこれについてどう

こうではなくて、これも一つの例として、

地域で男女共同参画を進めていくには今何

が足りなくて、どういうことが必要なのか

という議論でまとめていきたいと思ってい

ます。 

 

４ 令和５年度 足立区男女参画プラザ委

託講座評価（前期） 

（内容非公開） 

 

５ 事務連絡 

（石阪委員長） 

 それでは、会そのものは終了となります

が、事務局からお知らせを。 

（飯塚課長） 

 本当に今日はありがとうございました。 

 次回なんですけれども、年間計画のほう

では11月の終わりにということで案内して

おりましたが、次回は、前回、条例の改正

について皆さん話し合いたいというお話が

ございまして、11月は欠席される方もいら

っしゃるということだったので、全員参加

できるというところで12月の回が次回とい

うことで予定してございます。12月25日、

クリスマスですね。すみません。よろしく

お願いいたします。 

（大高主査） 

 毎度のお願いになります。事務局からな

んですが、今日お渡しさせていただいてい

る口座振替依頼書、今日の日付ですね。令

和５年10月30日とご自身のお名前を書いて

いただいて、最後、ご提出いただければと

思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

（飯塚課長） 

 本当に今日は長い時間ありがとうござい

ました。引き続きよろしくお願いします。 


